
令和６年度

錦町下水道事業会計予算書
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議案第７号

(総則)
第１条　令和６年度錦町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)
第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１　特定環境保全公共下水道
(１) 人
(２) ㎥

２　農業集落排水
(１) 人
(２) ㎥

（収益的収入及び支出）
第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。

第1款 下水道事業収益 千円
第１項 千円
第２項 千円
第３項 千円

第1款 下水道事業費用 千円
第１項 千円
第２項 千円
第３項 千円

（資本的収入及び支出）
第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額
  に対し不足する額66,144千円は当年度分損益勘定留保資金66,144千円で補てんするものとする。)

第1款 資本的収入 千円
第１項 千円
第２項 千円
第６項 千円
第９項 千円

第1款 資本的支出 千円
第１項 千円
第２項 千円

2,845

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出
160,631
31,212

129,419

国 庫 補 助 金
分 担 金 3,295

27,581
3,772

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入
94,487
80,900

他 会 計 出 資 金 7,447

214,359
183,006

特 別 損 失
営 業 外 費 用

215,149
88,520

126,624

　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出

5
営 業 外 収 益

令和６年度錦町下水道事業会計予算

4,752
407,585

　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入

企 業 債

営 業 費 用

特 別 利 益

138
2,934

営 業 収 益

処 理 区 域 内 人 口
年 間 有 収 水 量

処 理 区 域 内 人 口
年 間 有 収 水 量

企 業 債 償 還 金
建 設 改 良 費
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（特例的収入及び支出）
第４条の２　地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当事業年度に属する債権及び債務

として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ15,915千円及び16,038千円である。

（企業債）
第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

証書借入 20年以内
（借入先）
財務省
地方公共団体
金融機構
銀行等

証書借入 30年以内
（借入先） （うち据置期間5年以内）
財務省
地方公共団体
金融機構
銀行等

証書借入 30年以内
（借入先） （うち据置期間5年以内）
財務省
地方公共団体
金融機構
銀行等

5.0

政府資金又は地方公共団体金融
機構資金についてはその貸付条
件による。その他の資金につい
ては貸付先と協議して定める。
ただし、下水道財政の都合によ
り、繰上償還することができ
る。

起債の方法 利率 償還の方法

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)

％以内
限度額

千円62,400

13,400 千円

％以内

政府資金又は地方公共団体金融
機構資金についてはその貸付条
件による。その他の資金につい
ては貸付先と協議して定める。
ただし、下水道財政の都合によ
り、繰上償還することができ
る。

5,100 千円

％以内
5.0

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)

政府資金又は地方公共団体金融
機構資金についてはその貸付条
件による。その他の資金につい
ては貸付先と協議して定める。
ただし、下水道財政の都合によ
り、繰上償還することができ
る。

起債の目的

特定環境保全
公共下水道事業

（下水道事業債）

流域下水道事業
（下水道事業債）

資本費平準化債
（下水道事業債）

5.0
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率)
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（一時借入金）
第６条　一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）
第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１）職員給与費 千円

（他会計からの補助金）
第８条　下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、104,455千円である。
（１）特定環境保全公共下水道事業 千円
（２）農業集落排水事業 千円

令和６年３月５日提出

錦町長　森　本　完　一

99,978

6,574

4,477
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令和 6年度 錦町下水道事業会計 予算実施計画

収入 収益的収入及び支出 (単位 ： 千円)

款 項 目 予　定　額 備　　　考

1.下水道事業収益 215,149

1.営業収益 88,520

1.下水道使用料収益 79,615

2.雨水処理負担金 8,814

4.その他営業収益 91

2.営業外収益 126,624

2.他会計補助金 88,194

3.国庫補助金 1,215

5.長期前受金戻入 37,161

7.雑収益 54

3.特別利益 5

2.過年度損益修正益 5
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支出 (単位 ： 千円)

款 項 目 予　定　額 備　　　考

1.下水道事業費用 214,359

1.営業費用 183,006

1.汚水管渠費 7,757

4.総係費 8,756

5.流域下水道維持管理負担金 60,895

6.川地区農業集落排水事業負担金 1,779

7.減価償却費 103,486

8.資産減耗費 333

2.営業外費用 27,581

1.支払利息及び企業債取扱諸費 22,245

3.雑支出 5,336

3.特別損失 3,772

3.その他特別損失 3,772
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収入 資本的収入及び支出 (単位 ： 千円)

款 項 目 予　定　額 備　　　考

1.資本的収入 94,487

1.企業債 80,900

1.下水道事業債 18,500

2.資本費平準化債 62,400

2.他会計出資金 7,447

1.他会計出資金 7,447

6.国庫補助金 2,845

1.国庫補助金 2,845

9.分担金 3,295

1.分担金 3,295
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支出 (単位 ： 千円)

款 項 目 予　定　額 備　　　考

1.資本的支出 160,631

1.建設改良費 31,212

1.汚水管渠建設費 16,217

4.流域下水道建設負担金 14,995

2.企業債償還金 129,419

1.建設改良企業債元金償還金 106,431

2.その他の元金償還金 22,988
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 5.分担金長期前受金戻入 3,526

指定店登録手数料 90

 1.他会計補助金 88,194 繰入金【特環分】 84,314

5.長期前受金戻入 37,161 0 37,161

2.他会計補助金

下水道使用料（現年度分） 78,792

農業集落使用料（現年度分） 823

雨水処理負担金 8,814

督促手数料 1

繰入金【農集分】 3,880

老朽管点検調査業務 1,215

受贈財産評価額長期前受金戻入 31

国庫補助金長期前受金戻入 33,469

県補助金長期前受金戻入 135

分担金長期前受金戻入 3,526

 1.雑収益 54 延滞金 1

農業集落加入金 52

7.雑収益 54 0 54

過料 1

 2.国庫補助金長期前受金戻入 33,469

 3.県補助金長期前受金戻入 135

 1.受贈財産評価額長期前受金戻入 31

 1.国庫補助金

3.国庫補助金 1,215 0 1,215

1,215

88,194 0 88,194

 1.手数料 91

2.営業外収益 126,624 0 126,624

4.その他営業収益 91 0 91

 2.農業集落使用料 823

2.雨水処理負担金 8,814 0 8,814

 1.下水道使用料 78,792

 1.雨水処理負担金 8,814

1.営業収益 88,520 0 88,520

1.下水道事業収益 215,149 0 215,149

1.下水道使用料収益 79,615 0 79,615

令和 6年度 錦町下水道事業会計 予算実施計画明細書

収入 収益的収入及び支出 (単位 ： 千円)

節
説　　　　　明

予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額
款 項 目

本 年 度 前 年 度
比 較
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滞納繰越分担金【農集分】 1

 1.過年度損益修正益 5 滞納繰越使用料【特環分】 1

滞納繰越分担金【特環分】 1

滞納繰越使用料【農集分】 1

前年度消費税還付金 1

予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額

3.特別利益 5 0 5

2.過年度損益修正益 5 0 5

収入 収益的収入及び支出 (単位 ： 千円)

款
本 年 度 前 年 度 節

項 目 比 較 説　　　　　明
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ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ管理ｼｽﾃﾑ使用料 330

 5.法定福利費 901 給与に係る費用 901

 ６.法定福利費引当金繰入額 93 R7年度6月賞与分（12～３月分） 93

下水管路調査およびマンホール調査業務 2,918

管路・施設修繕 400

通勤手当 24

4.総係費 8,756 0 8,756

27.動力費 1,584

34.保険料 9

マンホールポンプ電気料

12.備消品費 20

17.通信運搬費 373

書籍等 20

納付書送付 347

 7.旅費 38

 8.退職手当組合負担金 620

下水道担当者研修会（２回）

切手代 26

 1.給料 2,860 給料（1人分） 2,860

38

退職手当負担金 620

 2.手当 1,822

期末手当引当金繰入額 371

時間外勤務手当 445

住宅手当 312

児童手当 180

賞与引当金 741

 3.賞与等引当金繰入額 371

扶養手当 120

マンホールポンプ保守管理委託料

1,584

マンホール施設・制御盤損害保険料 9

22.修繕費 689 マンホールポンプオイル交換 289

下水道積算システム用ＰＣ使用料 116

12.備消品費 15

19.委託料 4,446

21.賃借料 446

81

16.印刷製本費 264

17.通信運搬費 304

納付書 264

電話使用料 304

ファイル・キャビネット等 15

1,447

特定事業場等排出水水質調査業務

1.下水道事業費用 214,359 0 214,359

1.営業費用 183,006 0 183,006

1.汚水管渠費 7,757 0 7,757

支出 (単位 ： 千円)

款 項 目
本 年 度 前 年 度

比 較
節

説　　　　　明
予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額
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収納代理金融機関振込手数料 26

熊本県下水道協会（R7まで不徴収 9,354円） 0

九州地方下水道協会 11

全国町村下水道推進協議会県支部 20

球磨川上流流域下水道促進協議会 622

全国町村下水道推進大会（R6) 0

日本経営協会研修費 40

その他諸会議負担金 7

汚水処理負担金（あさぎり町） 345

流域下水道資本費負担金（公債費負担分） 18,957

1,779

前 年 度
比 較

節
説　　　　　明

予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額

口座振替データ伝送手数料 85

口座振替手数料（ゆうちょ） 31

口座振替手数料（ＪＡ） 54

口座振替手数料（肥後銀行ほか） 119

公金振込手数料（R6.10～） 23

コンビニ収納手数料 264

出納取扱業務 150

 1.有形固定資産減価償却費 81,710 固定資産（特環） 81,710

7.減価償却費 103,486 0 103,486

 1.流域下水道維持管理負担金 60,895

6.川地区農業集落排水事業負担金 1,779 0 1,779

 1.川地区農業集落排水事業負担金 1,779 農業集落排水処理施設維持管理負担金

20.手数料 602

口座振替データ伝送業務

流域下水道維持管理負担金（熊本県） 41,593

33.負担金 760 日本下水道協会 60

5.流域下水道維持管理負担金 60,895 0 60,895

19.委託料 296 146

支出 (単位 ： 千円)

款 項 目
本 年 度
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R6年度6月賞与のR5年度分 93

固定資産（農集） 2,009

農集 969

428

20,848

 1.その他特別損失 3,772

令和5年度中間納付分、確定申告分 3,308

賞与引当金繰入額 371

 1.その他雑支出 5,336

3.特別損失 3,772 0 3,772

営業外費用雑支出 5,336

3.その他特別損失 3,772 0 3,772

22,245 0 22,245

 1.企業債利息 21,817 特環

3.雑支出 5,336 0 5,336

一時借入金利子 2.借入金利息 428

19,767

 2.固定資産除却費 333

2.営業外費用 27,581 0 27,581

平岩第１、大王三条マンホールポンプ

1.支払利息及び企業債取扱諸費

款 項 目
本 年 度 前 年 度

比 較
節

説　　　　　明
予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額

333

 2.無形固定資産減価償却費 21,776

8.資産減耗費 333 0 333

固定資産（特環）

支出 (単位 ： 千円)

13



マンホールポンプ取替分（平岩第１、大王三条） 2,800

松里地区汚水枝線管渠築造工事 2,300

2.資本費平準化債 62,400 0 62,400

収入 資本的収入及び支出 (単位 ： 千円)

款 項 目

農集分 2,600

59,800

13,400流域下水道建設負担分

 1.分担金 3,295 一括納付

2,845

9.分担金 3,295 0 3,295

1.分担金 3,295 0 3,295

3,048

分割納付 247

7,447

6.国庫補助金 2,845 0 2,845

特環分

1.国庫補助金 2,845 0 2,845

 1.国庫補助金 2,845 マンホールポンプ取替分（平岩第１、大王三条）

6,850

2.他会計出資金 7,447 0 7,447

1.他会計出資金 7,447 0 7,447

農集分 597

 1.他会計出資金

 1.資本費平準化債 62,400 特環分

1.下水道事業債 18,500 0 18,500

 1.下水道事業債 18,500

1.資本的収入 94,487 0 94,487

1.企業債 80,900 0 80,900

本 年 度 前 年 度
比 較

節
説　　　　　明

予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額
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公共ます設置工事 7,200

特環分 21,954

農集分 1,034

106,431

2.その他の元金償還金 22,988 0 22,988

特環分

 1.その他の元金償還金 22,988

102,659

2.企業債償還金 129,419 0 129,419

1.建設改良企業債元金償還金 106,431 0 106,431

農集分 3,772

 1.建設改良企業債元金償還金

マンホールポンプ取替分（平岩第１、大王三条） 6,260

4.流域下水道建設負担金 14,995 0 14,995

 1.流域下水道建設負担金 14,995

農業集落排水公共ます設置工事 400

1.建設改良費 31,212 0 31,212

球磨川上流流域下水道県営事業負担金 14,995

1.汚水管渠建設費 16,217 0 16,217

25.工事請負費 16,217 松里地区汚水枝線管渠築造工事 2,357

支出 (単位 ： 千円)

款 項 目
本 年 度 前 年 度

比 較
節

説　　　　　明
予 定 額 予 定 額 区　　　分 金　　　額

1.資本的支出 160,631 0 160,631
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1. 総括 (単位:千円)

(単位:千円)

2,193比  較 120 24 312 605 507 445 180

445 180 2,193

前年度

勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 合計

本年度 120 24 312 605 507
手当の内訳

区分 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末手当

2,193 5,053 901 620 6,574合     計 2,860

5,053 901 620 6,574

資本勘定支弁職員
比
 
較

損益勘定支弁職員 2,860 2,193

合     計 1

前
年
度

損益勘定支弁職員 1

資本勘定支弁職員

2,193 5,053 901 620 6,574合     計 1 2,860

資本勘定支弁職員

2,193 5,053 901 620 6,574

給料 賃金 手当 計

本
年
度

損益勘定支弁職員 1 2,860

給 与 費 明 細 書

区    分
職員数 給  与  費

法定福利費
退職手当組
合負担金

合 計
特別職(人) 一般職(人) 報酬
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2.給料及び手当の増減額の明細

平均昇給率 ％

(昇給期) (職員数)

4月 人

昇給期別職員数 7月 人

10月 人

1月 1 人

職員数の異動状況

現に在職する その他 計

職員数

本年度 1 人 人 1 人

前年度 1 人 人 1 人

扶養手当 時間外勤務手当

通勤手当 児童手当

住居手当

期末手当

勤勉手当

3.給料及び手当の状況

(1)職員1人当たりの給料 (2)初任給

令和5年4月1日現在
平均給料月額(円) 224,500

平均年齢(歳) 32

令和6年4月1日現在
平均給料月額(円) 236,900 166,600 166,600

平均年齢(歳) 33 大    学    卒 196,200 196,200

高    校    卒

66

124 58

区                 分 行政職給料表 区       分 一般行政職(円) 一般会計の制度

その他の増減分 124
他会計との異動他

146

その他の増減分
他会計との異動他

手  当 124 制度改正に伴う増加分

給 料 146 給与改定に伴う増減分

昇給に伴う増加分 146

5.5

区分
増減額 増減事由別内訳

説    明 備                     考
(千円) (千円)
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(3)級別職員数 (級別の標準的な職務内容)

(4)昇給 (5)特殊勤務手当

なし

(6)期末手当、勤勉手当

(7)その他の手当

8号給(人) 通 勤 手 当 同 一
比率（Ｂ)/（Ａ) (％) 100%

一般会計の制度との差異
4号給(人) 1 扶 養 手 当 同 一
6号給(人) 住 居 手 当 同 一

有

前
 
年
 
度

職    員    数(Ａ)(人) 1
昇給に係る職員数(Ｂ)(人) 1

号給数別内訳

2号給(人) 区　　分

比率（Ｂ)/（Ａ) (％) 100% 一般会計の制度 2.25 2.25 4.50

有
8号給(人) 前年度 2.20 2.30 4.50 有
6号給(人) 本年度 2.25 2.25 4.50

区分
支給期別支給率

支給率計(月分)
職制上の段階、職務の
級等による加算措置4号給(人) 1 6月(月分) 12月(月分)

区分 一般行政職

本
 
年
 
度

職    員    数(Ａ)(人) 1
昇給に係る職員数(Ｂ)(人) 1

号給数別内訳

2号給(人)

6級
計 1 100.0%

4級
5級

令和5年4月1日現在

1級
2級 1 100.0%
3級

6級
計 1 100.0%

4級
5級

課長及び
これに相
当する職
務、審議
員

令和6年4月1日現在

1級
2級 1 100.0%
3級

4級 5級
級 職員数(人) 構成比(％) 行政職 主事・技

師の職務
特に高度
な知識経
験を必要
とする業
務を行う
主事、技
師の職務

係長の職
務、参事
の職務

審議員、課
長補佐、主
幹

区分
行政職 区分 1級 2級 3級
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87,000
103,486,000

371,000
93,000

△ 37,161,000
14,277,000

△ 13,258,000
22,245,000

330,000
90,470,000

△ 22,245,000
68,225,000

62,630,000
△ 13,632,000

2,845,000
3,295,000
55,138,000

　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 18,500,000
77,400,000

　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 106,431,000
△ 22,988,000

7,447,000
△ 26,072,000

97,291,000
6,348,000

103,639,000

　　有形固定資産の取得による支出

　　利息の支払額
　        業務活動によるキャッシュ・フロー

令和6年度　錦町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：円）
1．業務活動によるキャッシュ・フロー
    当年度純利益

    賞与引当金増減額

　　　　小計

　　減価償却費

　　支払利息
　　固定資産除却費

　  未収金の増減額
　　未払金の増減額

    長期前受金戻入額
法定福利費引当金増減額

　　　　　資金期首残高
　　　　　資金期末残高

　　無形固定資産の取得による支出

　　その他の企業債の借入による収入

　　その他の企業債の償還による支出
　　他会計からの出資による収入
　        財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　　資金増加（減少）額

　        投資活動によるキャッシュ・フロー

3．財務活動によるキャッシュ・フロー

　　国庫補助金等による収入
　　分担金による収入

2．投資活動によるキャッシュ・フロー
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円 円 円 円

１  固定資産

(１)  有形固定資産

イ  土地 5,838,000

ロ　建物 0

  　建物減価償却累計額 0 0

ハ　構築物 2,687,806,000

  　構築物減価償却累計額 △ 77,373,000 2,610,433,000

二　機械及び装置 27,953,000

  　機械及び装置減価償却累計額 △ 4,337,000 23,616,000

ホ　車両運搬具 0

  　車両運搬具減価償却累計額 0 0

へ　工具・器具及び備品 0

  　工具・器具及び備品減価償却累計額 0 0

ト  建設仮勘定 0

  　有形固定資産合計 2,639,887,000

(２)  無形固定資産

イ  施設利用権 496,790,000

  　無形固定資産合計 496,790,000

  　固定資産合計 3,136,677,000

２  流動資産

(１)  現金・預金 103,639,000

(２)  未収金 1,638,000

　　　貸倒引当金 0

  　流動資産合計 105,277,000

  　資産合計 3,241,954,000

令和6年度　錦町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資　産　の　部
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３  固定負債

(１)  企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,116,027,000

ロ　その他の企業債 288,047,000

  　企業債合計 1,404,074,000

  　固定負債合計 1,404,074,000

４  流動負債

(１)  企業債

イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債 102,869,000

ロ　その他の企業債 19,848,000

  　企業債合計 122,717,000

(２)  未払金 2,780,000

(３)  引当金

イ　賞与引当金 371,000

ロ　法定福利費引当金 93,000

  　引当金合計 464,000

  　流動負債合計 125,961,000

５  繰延収益

長期前受金 1,296,913,000

収益化累計額 △ 37,161,000

繰延収益合計 1,259,752,000

負債合計 2,789,787,000

６  資本金 452,080,000
７  剰余金

(１)  資本剰余金

イ  受贈財産評価額 0

ロ  国庫補助金 0

  　資本剰余金合計 0

(２)  利益剰余金

イ  当年度未処分利益剰余金 87,000

  　剰余金合計 87,000 87,000

  　資本合計 452,167,000

  　負債資本合計 3,241,954,000

資　本　の　部

負　債　の　部
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施設利用権

       職員の退職手当に係る負担金は、「錦町公営企業職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」

       職員の期末手当及び勤勉手当の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の

     負担に属する額を計上している。

     に基づき、錦町一般会計が熊本県市町村総合事務組合負担金条例第２条及び第２条の２に規定のある負担

     金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

    (2)賞与引当金

         構築物 １０～６０年

         機械及び装置 １５年

    (1)有形固定資産

       ・減価償却の方法  定額法による。

       ・主な耐用年数

重要な会計方針及び財務諸表注記

         建物 １５～５０年

Ⅰ.重要な会計方針

  １  固定資産の減価償却の方法

    (2)無形固定資産

       ・減価償却の方法  定額法による。

       ・主な耐用年数

４５年

    (1)退職給付引当金

  2  引当金の計上方法
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   下水道事業会計は、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営

　方針を決定していることから、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントと

　している。

   なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。 

    (1)企業債の償還に係る他会計の負担

  3  消費税及び地方消費税の会計処理

       職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に

     基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

    (3)法定福利費引当金

       貸借対照表に計上されている企業債のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,519,551,160円

     である。

Ⅲ.セグメント情報の開示

       消費税及び地方消費税の会計処理については、財務諸表は税抜方式によっている。

Ⅱ.予定貸借対照表関連

事業区分 事業の内容

特定環境保全公共下水道事業 下水道事業計画区域において、汚水を処理し、又は雨水を排除する業務

農業集落排水事業 農業集落排水事業処理区域において汚水を処理する業務

23



（単位：円）

1

72,378,000

8,814,000

91,000 81,283,000

2

7,053,000

8,626,000

55,360,000

1,617,000

103,486,000

330,000 176,472,000

△ 95,189,000

3

88,194,000

1,215,000

37,161,000

54,000 126,624,000

4

22,245,000

5,336,000 27,581,000 99,043,000

3,854,000

5

5,000 5,000 5,000

6

0

3,772,000 3,772,000 △ 3,767,000

　当年度純利益 87,000

　前年度繰越利益剰余金 0

　当年度未処分利益剰余金 87,000

（２）その他特別損失

営業外収益

（２）国庫補助金

（３）長期前受金戻入

特別利益

（１）過年度損益修正益等

（１）過年度損失修正損

（１）支払利息

（２）雑支出

　経　常　利　益

特別損失

営業外費用

（４）雑収益

（１）他会計補助金

　営　業　利　益

（５）減価償却費

令和6年度　錦町下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

営業収益

（１）下水道使用料収益

営業費用

（１）汚水管渠費

（２）総係費

（３）流域下水道維持管理負担金

（３）その他営業収益

（６）資産減耗費

（２）雨水処理負担金

（４）川地区農業集落排水事業負担金
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